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開    会 

 

○笹瀬会長 おはようございます。それでは、ただいまから電波監理審議会を

開会いたします。 

 本日の１０月期会議につきましては、委員各位のスケジュールを踏まえまし

て、電波監理審議会決定第６号第５項のただし書に基づきまして、委員全員が

ウェブによる参加とさせていただきました。 

 本日の議題は、お手元の資料のとおり諮問事項が１件、報告事項が１件とな

っております。 

 それでは、議事を開始いたしますので、総合通信基盤局の職員の方に入室す

るよう、よろしく御連絡お願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

周波数割当計画を作成する告示案（ＷＲＣ－２３の審議結果等を受けた改定） 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を開始いたします。諮問第１４号、周波数割当計

画を作成する告示案（ＷＲＣ－２３の審議結果等を受けた改定）について、中

村電波政策課長から御説明をよろしくお願いいたします。 

○中村電波政策課長 ありがとうございます。それでは、諮問第１４号、周波

数割当計画を作成する告示案につきまして、電波政策課長、中村のほうから御

説明をさせていただければと思います。 



-2- 

 本件でございますが、昨年行われましたＩＴＵの世界無線通信会議ＷＲＣ－

２３、この審議結果に基づきます無線通信規則、これはＲａｄｉｏ Ｒｅｇｕ

ｌａｔｉｏｎｓということでＲＲとこういうふうに呼んでございますが、ＲＲ

の改定内容を総務省の告示でございます周波数割当計画のほうに反映するとい

うものでございます。 

 なお、このＷＲＣ世界無線通信会議でございますが、これは国際的な電波の

秩序を規律いたします国際ルール、強制力を伴う国際ルールでございますＲＲ

の改正を行うことを目的といたしまして、おおむね３年から４年ごとに開催を

されるというものでございます。 

 ＲＲの改定に伴いまして、周波数の国際分配に変更が生じたため、今回、周

波数割当計画におけます国際分配表のほうに反映するとともに、必要に応じて

国内分配のほうへも反映を行うというものでございます。 

 資料に基づきまして、周波数割当計画、特に国内分配のほうへの主な反映内

容について御説明をさせていただきます。 

 ３ページ目、御覧をいただければと思います。 

 まず（１）でございます。これはＨＩＢＳ用周波数の特定に関する内容でご

ざいます。このＨＩＢＳでございますが、この箱の中の右下にございますが、

ＨＡＰＳ ａｓ ＩＭＴ Ｂａｓｅ Ｓｔａｔｉｏｎｓということでございま

して、「ＩＭＴ基地局としてのＨＡＰＳ」という意味でございます。ＩＭＴ基地

局をＨＡＰＳに搭載して利用することによりまして、山間部ですとか海上を含

めたカバレッジの拡大、それから大規模な災害の影響を受けない強靱な通信ネ

ットワークを構築するものということで期待をされているものでございます。

１,７１０から１,９８０ＭＨｚ帯につきましては、従来から移動業務に国内分

配をされてございまして、携帯電話用に割り当てられてございます。このうち

高いほうの周波数帯、１,８８５から１,９８０ＭＨｚ帯につきましては、既に
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ＨＩＢＳ用の周波数に特定をされております。ＷＲＣ－２３におきまして、低

いほうの周波数帯、１,７１０から１,８８５ＭＨｚ帯につきましても、全世界

においてＨＩＢＳ用周波数に特定されたことから、国内分配のほうにも反映す

るものでございます。 

 その下（２）でございます。ＶＨＦ帯におけます航空移動衛星（Ｒ）業務に

新規分配するものでございます。ここで、この（Ｒ）というふうに申し上げま

したが、これは「ルート」の略でございまして、主に国内の民間航空路、ある

いは国際の民間航空路におきまして、安全または正常な飛行に関する通信用に

確保された周波数を意味します。１１７.９７５から１３７ＭＨｚ帯につきま

しては、現在、航空移動（Ｒ）業務に分配をされてございまして、航空交通管

制用の音声ですとかデータ通信に利用されております。ＷＲＣ－２３におきま

して、海洋上の安全運行に資するため、将来的には人工衛星を中継するシステ

ムの導入を想定いたしまして、全世界において航空移動衛星（Ｒ）業務のほう

に一次分配されたことから、今回、国内分配のほうにも反映するものでござい

ます。 

 ４ページ目、御覧をいただければと思います。 

 （３）でございます。４０から５０ＭＨｚ帯におきまして、地球上にある氷

ですとか水分の分布の観測を行います衛星搭載のレーダーサウンダーで利用可

能とするため、全世界におきまして地球探査衛星業務に二次分配されたことか

ら、国内分配のほうにも反映するものでございます。レーダーサウンダーとい

うふうに申し上げましたが、これは電波を照射いたしまして、非接触、非破壊

で惑星内部を探査するというシステムでございます。また、４６から６８ＭＨ

ｚ帯につきまして、これは国際分配では第３地域、第３地域はアジアオセアニ

アでございますが、この一部の国におきまして、ウインドプロファイラレーダ

ーに二次的に分配をされておりましたが、この中に日本が含まれていなかった
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という状況でございます。 

 なお、このウインドプロファイラレーダーでございますが、これは地上から

上空に電波を発射いたしまして、戻ってくる電波を受信分析することで、上空

の風向きですとか風速を測定するものでございます。我が国においても国際分

配外の実験試験局という扱いで幾つかのウインドプロファイラレーダーが運用

されていることもございまして、ＷＲＣ－２３で国際分配上、日本にも付加分

配するということが認められまして、今回、国内分配のほうにも反映するもの

でございます。 

 （４）、その下でございますが、２３９.２から２４２.２ＧＨｚ帯及び２４４.

２から２４７.２ＧＨｚ帯におきまして、大気中のオゾンですとか二酸化硫黄

などの観測のため、全世界におきまして地球探査衛星業務に一次分配されたこ

とから、これを国内分配のほうにも反映するものでございます。 

 ５ページ目、御覧をいただければと思います。 

 （５）でございますが、１８.１から１８.６ＧＨｚ帯、１８.８から２０.２

ＧＨｚ帯及び２７.５から３０ＧＨｚ帯におきまして、静止衛星と非静止衛星

の間、及び非静止衛星同士の通信を可能とするため、全世界におきまして、衛

星間業務に一次分配されたことから、これを国内分配にも反映するものでござ

います。こういった衛星間通信が導入されることによりまして、砂漠など、有

線インフラが整備しづらいような地域におきましても、衛星経由で安価に安定

的な通信インフラを整備することが期待をされているというものでございます。 

 以上が、ＷＲＣ－２３の審議結果に基づきますＲＲの改定に係る主な内容と

なりますが、国際分配、国際脚注の細かい変更なども含めまして、変更内容は

非常に多岐にわたりますので、本件につきましては、現行の周波数割当計画を

廃止いたしまして、改めて新規に作成するという扱いとしたものでございます。 

 恐縮ですが、資料２ページ目のほうにお戻りをいただきまして、３番、施行
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期日についてでございます。 

 これは、答申をいただきましたら速やかに周波数割当計画を公布したいと考

えてございますが、施行期日につきまして、特に国際的な改正ＲＲの発効日と

合わせるという観点で、令和７年１月１日とさせていただいてございます。ま

た、本件の意見募集につきましては、今年の７月２７日から９月２日にかけて

実施をいたしまして、合計で１９件、意見提出がございました。法人から４件、

個人から１５件でございます。この意見の主な内容と総務省の考え方について

も御説明をさせていただきます。 

 ９ページ目、御覧をいただければと思います。 

 ナンバー１ということで、これは楽天モバイルからですが、これは賛成の御

意見をいただいてございます。また、ナンバー２ということで、これはＮＴＴ

ドコモからの御意見でございますが、１.７ＧＨｚ帯をＨＩＢＳ用の周波数に

特定するという今回の周波数割当計画の改定に賛成いただくとともに、将来的

には、２,０１０から２,０２５ＭＨｚ帯のＴＤＤ用の周波帯についても、ＨＩ

ＢＳへの活用に向けた検討を期待するという内容でございます。２,０１０か

ら２,０２５ＭＨｚ帯については、現在はＩＭＴに使用してございませんが、将

来的にこういったＨＩＢＳの導入が想定されるような場合には検討することと

いたしますので、今後の施策の参考にさせていただきますというふうにしてご

ざいます。 

 また、その次、３番目の御意見、ソフトバンクからの御意見ですが、ＮＴＴ

ドコモ同様、まずは１.７ＧＨｚ帯の改定内容について賛成をいただくととも

に、国際分配上ＨＩＢＳ用に特定をされました７００から９００ＭＨｚ帯、そ

れから２.６ＧＨｚ帯の周波数帯域につきまして、将来的に日本国内で具体的

なサービス導入が想定されるような場合には追加の特定を要望する旨の内容で

ございます。 
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 総務省におきまして、こういった帯域で将来的にＨＩＢＳの導入が想定され

るような場合には検討することといたしますので、今後の施策の参考にさせて

いただきますというふうにしてございます。 

 また、１０ページ目、御覧をいただければと思います。 

 ４番目、Ａｍａｚｏｎ Ｋｕｉｐｅｒ Ｊａｐａｎからの御意見でございま

す。これはＫａ帯、２６ＧＨｚから４０ＧＨｚ帯近辺の周波数帯でございます

が、このＫａ帯の固定衛星業務用に分配されました周波数帯域におきまして、

ＮＧＳＯ ＥＳＩＭ、これは非静止軌道衛星と通信を行います移動する地球局

に利用することができるという旨の国際脚注がＷＲＣ－２３で整備をされまし

たので、日本国内の周波数割当計画にもそれを反映したいという旨の内容でご

ざいます。この対象となる周波数帯におきまして、国内では現在、５Ｇなどに

も利用されている２８ＧＨｚ帯もございまして、ＮＧＳＯ ＥＳＩＭの導入に

向けて、情報通信審議会のほうで、既存無線局との共用条件などを検討してご

ざいますので、その検討結果を踏まえて措置することが適当というふうに考え

てございます。 

 また、１２ページ目、御覧をいただければと思います。５０ＭＨｚ帯への無

線標定業務の二次分配についてでございます。 

 ナンバー５の御意見につきましては、ウインドプロファイラレーダー用途に

限定をいたしまして、無線標定業務に二次分配することに賛成をいただいてご

ざいます。 

 また、ナンバー６の個人の方からの御意見でございますが、新たにこの二次

分配をいたします無線標定業務の無線局から、既存のアマチュア無線への影響

を懸念する内容でございます。平素から、一般からの申告を受け付けまして、

混信が起こった場合には混信源を総務省のほうで特定をいたしまして是正を促

すといったような取組、こういった良好な電波利用環境の維持に努めてござい
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ますので、その旨、考え方のほうに記載をしてございます。 

 また、ナンバー７、８の個人の方からの御意見につきましては、既存のアマ

チュア無線への影響を懸念いたしまして、無線標定業務を分配することに反対

するという内容でございます。実際、現在でも分配外の実験試験局として、日

本においてもウインドプロファイラレーダーが運用されているという実情もご

ざいます。こういった既存の無線局の権益をきちんと確保するというためにも、

ＷＲＣ－２３においてＲＲ上の国際分配の国別分配を確保したものであり、そ

の結果を受けて国内分配のほうにも反映するものでございますので、原案のと

おりとさせていただくのが適当かなというふうに考えてございます。 

 また、１５ページ目でございますが、１０番目、個人の方からの御意見では、

周波数割当計画の改定をもっと頻繁に、少なくとも１年ごとに見直しを行って

はどうかという提案でございます。 

 これにつきましては、御案内のとおり、新しいシステムを導入するときなど、

適宜のタイミングで周波数割当計画の見直しを行ってございます。実際に１年

に１度以上の頻度で変更を行ってございますので、その旨記載をしてございま

す。 

 以上、駆け足で恐縮でございますが、諮問第１４号の御説明でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 中村課長、どうもありがとうございました。それでは、御質問、

御意見等よろしくお願いいたします。大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保会長代理 大久保です。御説明ありがとうございました。 

 先般も、今回の周波数割当計画の既存のものを廃止、そして新たに作成する

ことに関して、既存の事業者や既存の業務に関しては、特に問題ないというこ

とを確認させていただいていますので、同意をいたします。 

 以上です。 
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○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、長田委員、いかがで

しょうか。 

○長田委員 長田でございます。御説明よく分かりました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 林です。 

 本諮問事項は、基本的にＷＲＣ－２０２３の審議結果を受けた改定ですので、

諮問内容に異存はないわけですけれども、その基となったＷＲＣはおおむね４

年に１回程度しか開かれないものですし、その結果というのは法的拘束力を持

つものですので、非常に重要なものというふうに受け止めております。 

 その中において、今回ＷＲＣ－２０２３にも、多数総務省の関係者、関係事

業者はいらっしゃったと思うんですけども、そこにおいて、我が国の関心事項

とそれに基づく提案というものが、ＷＲＣ－２０２３でどの程度取り入れられ

て、受け入れられなかった部分もあろうかと思いますけれども、どの程度受け

入れられなかったのかというところ、ＷＲＣ－２０２３の審議結果に対する、

総務省としてどのように評価し、あるいは総括しておられるのかお聞きしたい

と思います。 

○中村電波政策課長 ありがとうございます。 

 幾つかのポイントがＷＲＣ－２３のときにはあったのかなというふうに思っ

てございます。やはり１つは、先ほどもちょっと御紹介をさせていただきまし

たＨＩＢＳ、ＨＡＰＳ用の周波数ということでございますが、こちらにつきま

しては、日本からの提案を基本的には採用していただきまして、いわゆるプラ

チナバンドと呼ばれておりますような１ＧＨｚより低い周波数帯ですとか、あ

るいは２.６ＧＨｚ帯といったような周波数帯、こういったような部分も含め

て、幾つか国際的にＨＩＢＳ、ＨＡＰＳ用に割り当てられたり分配をされたり

ということで、これは非常に我が国のもともとの提案にも合致をした内容なの
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かなというふうに思ってございます。 

 それから、ＮＴＮの関係で申し上げますと、衛星とのダイレクト通信につき

まして、これまであまり国際的なきちんとしたルールが確立をされていなかっ

たということでございます。これにつきましても、やはり日本のほうからきち

んと国際的なルールをつくるべきだというふうなことを主張いたしまして、Ｗ

ＲＣ－２７で改めて議題として取り上げるということに合意をされたと聞いて

ございますので、こういったような部分でも、きちんと我が国の主張は認めら

れたのかなと思ってございます。 

 また、やはり世界的に非常に興味が持たれてございますＩＭＴ、携帯電話用

の追加の周波数帯についてでございますが、これにつきましても、我が国は基

本的には既存の無線局などに影響を与えない範囲で拡大をしていくべきだとい

うふうな基本的なスタンスで臨んでございましたが、１０ＧＨｚよりも低い周

波数帯ですとか、そういったようなところで幾つか国際的に追加分配をされた

部分もございますし、ＷＲＣ－２７で新たに携帯電話用として議論をしましょ

うといったような周波数帯、これが特定をされたということでもございますの

で、こういった部分でも、やはり我が国の主張というものは基本的には認めて

いただいたのかなというふうに評価をしているようなところでございます。 

 当然、細かい部分で幾つか、国際的に完全な合意というところまでは至らな

かったものもあるというふうに聞いてございますが、おおむね我が国の主張と

いうものはＷＲＣ－２３においては反映されたのかなと考えているところでご

ざいます。 

○林委員 ありがとうございます。御努力に感謝申し上げます。ぜひ我が国の

周波数政策に基づく提案、あるいは関心事項というものが、世界で存在感を持

って示されるように、今後とも継続的な御努力をお願いしたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 
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○中村電波政策課長 承知いたしました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、矢嶋委員、いかがで

しょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。 

 意見募集の結果を踏まえても、適切な改定と考えますので、賛同いたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 私からも１点だけ。日本の技術利用がうまく適応していると思うんですけど

も、１点お伺いしたいのは、ＨＡＰＳなりＨＩＢＳは、日本はかなり進んでい

ると思いますけれども、この周波数割当てが特定されて広がったということは、

世界的にＨＩＢＳなりＨＡＰＳを使うという機運がかなり高まっているという

理解をしてよろしいんでしょうか。低軌道衛星をつないで、直接、携帯をつな

ぐというのはかなりアメリカなりが先行していると思うんですけども、ＨＩＢ

ＳとかＨＡＰＳに関しては、日本独自の技術であるような気もするんですけど

も、これは世界的に見て、こういう技術のシステムのニーズが高いため広がっ

ているという可能性が高いんでしょうか。 

○中村電波政策課長 ありがとうございます。このＨＡＰＳについては、私の

理解で申し上げますと、やはり比較的世界の中でもインフラ、まだ地上のイン

フラが十分に整っていないような地域、特にアフリカみたいな地域ですとか、

そういったようなところでそれなりのニーズがあるというふうに聞いてござい

ます。特に、ＨＡＰＳでございますので、電力供給の観点から赤道の周りのよ

うな地域ですとか、そういったようなところでは、それなりのニーズですとか

があるかなというふうに聞いてございますし、またＨＡＰＳの飛行体といいま

すか、これについて諸外国のほうでも研究開発が進んでいると、研究開発や実

証が進んでいるというようなことも聞いており、やはり日本はある程度、トッ

プグループに今幸いながらいるのかなというふうに考えてございますので、こ
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ういったトップグループにいるという利点を生かして、これからビジネスなど

が進められていくのかなというふうに期待をしているところでございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 もう１点、４番目のところで地球探査衛星業務が増えてきていると思うんで

すけども、これは、ある意味ではオゾンとか二酸化炭素、二酸化硫黄だけじゃ

なくて、例えばＮＩＣＴがやっているような、雲の厚みが分かって、そうする

と局地的な降雨が分かると、そういう仕組みもあると思いますが、そういうふ

うなことに関して、地球観測に対するニーズはさらに高くなるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

○中村電波政策課長 ありがとうございます。当然、今、会長のほうからござ

いましたとおり、これだけ国際的に環境の問題といいますか、ＣＯ２削減とい

ったような問題がグローバルな問題として取り上げられてきてございますので、

あと、その異常気象みたいな話ですとか、そんなようなこともございますので、

地球探査衛星業務については、やはりグローバルな関心というものは高まって

きているというふうに聞いてございますので、こちらについても、先生御指摘

のとおり、例えばＮＩＣＴでやっているような新たな技術ですとか、そういっ

たようなことの国際展開、これを目指していければいいのかなというふうに考

えてございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかに追加の質問とか御意見等ございますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 それでは、諮問第１４号は諮問のとおり作成することが適当であるという旨

の答申を行いたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、次に、有効利用評価部会の報告に入りますので、出席されない職

員の方は御退室よろしくお願いします。 
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（総合通信基盤局職員（一部）退室） 

 

報告事項 

 

有効利用評価部会の活動状況 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を再開いたします。報告事項、有効利用評価部会

の活動状況につきまして、林部会長から御説明よろしくお願いいたします。 

○林委員 笹瀬会長、ありがとうございます。部会長の林でございます。 

 それでは、お手元の報告資料に基づきまして、部会の活動状況を御報告申し

上げます。 

 部会につきましては、去る１０月４日に第３４回会合を開催いたしました。 

 主な概要といたしましては、項目４の（１）から（４）の４点でございます。 

 まず、（１）でございますが、令和６年度の携帯電話及び全国ＢＷＡに係る利

用状況調査の調査結果につきまして、総務省から報告が行われました。本件は、

さきの９月に開催された電波監理審議会において報告が行われたものと同様で

ございます。 

 次に、（２）諸外国のカバレッジの算定方法について、総務省より報告がござ

いました。これは、昨年度、総務省に対しまして、人口カバレッジに係る指標

の検討のため諸外国の事例等の深掘り調査を求めていたものでございます。総

務省から４か国の調査結果報告がございましたけれども、各国のカバレッジ算

定方法はそれぞれ異なるものであったとのことでございました。また、引き続

き、総務省において対象国を拡大して調査を継続する、カバレッジの正確性の

確保のために通信品質測定の課題の整理も併せて行っていくということでござ
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いましたので、それを受けて、総務省に対しましてさらなる調査及び情報の整

理を求めたところでございます。 

 次に、（３）につきましては、今後の評価の進め方について議論を行いました。 

 次の（４）でございます。これは、令和６年度の携帯電話等事業者へのヒア

リング項目のうち、昨年度の評価結果において検討課題となった事項及び定性

評価について議論を行いました。定性評価におきましては、本年１月に起きま

した能登半島地震に加えまして、先頃発生しました９月からの能登半島等の大

雨への対応、さらに災害時における携帯電話の位置情報の活用状況につきまし

ても、新たにヒアリング項目といたしております。 

 最後に、今後の当面の予定でございますけれども、定量評価に関するヒアリ

ング項目を検討した上で、事業者ヒアリングを実施してまいる予定でございま

す。 

 部会からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 林部会長、どうもありがとうございました。それでは、ただいま

の御説明に関しまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。大久保会長

代理、いかがでしょうか。 

○大久保会長代理 大久保です。御説明ありがとうございました。 

 私から特段質問等はございません。引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございます。長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。これからヒアリング、そして評価とずっと大変なお仕

事を部会の皆様にお願いすることになりますけれども、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。矢嶋委員、いかがでしょうか。 



-14- 

○矢嶋委員 私からも質問ございません。本当に大変な作業をお願いさせてい

ただいているというふうに理解しております。引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。私からも特に質問ございません。

これからヒアリングがあって大変だと思いますけども、林部会長、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○林委員 承知いたしました。先生方から温かい言葉をいただきまして、引き

続き頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 それでは、その他の質問とか御意見ございませんか。よろしいで

しょうか。 

 それでは、以上で報告事項を終わります。どうもありがとうございました。 

 総合通信基盤局の職員の方は御退室よろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員退室） 

 

閉    会 

 

○笹瀬会長 それでは、本日はこれにて定例会は終了いたします。 

 次回の定例会の開催は令和６年の１１月２７日水曜日の１５時から実開催と

予定しております。よろしくお願いします。 

 それでは、本日の定例の審議会、これにて閉会といたします。どうもありが

とうございました。 


